
標準業務手順書 新旧対照表 第 3.0版→第 4.0版 2023年 1月 18日 

新頁 項目名 第 3.0版 改訂日：令和 3年 6月 30日 第 4.0版 改訂日：令和 5年 1月 18日 改訂理由 
－ 表紙 第 3.0版 

改訂日 令和 3 年 6月 30 日（第 3.0版） 
 

第 4.0版 
改訂日 令和 5 年 1月 18 日（第 4.0版） 

改訂履歴更新 

3 第 7条（委員会の業務） 
 
 
 

1.委員会は、その責務を遂行するために、研究代表医師/研究
責任医師から次に挙げる最新の必要な資料を委員会開催予定
日の 6週間前までに入手する。 

1.委員会は、その責務を遂行するために、研究代表医師/研究
責任医師から次に挙げる最新の必要な資料を委員会開催予定
日の 4週間前までに入手する。 

資料提出締切の見
直し 

以上 


